
対象外

１ કড়ઘऋ課ઘさोている্の扶養ఔಉのादଡਛさोる世帯
２ ഥਮڱফ২ৈྐྵಸ੍ର給付স（ڳ万円）またはഥਮڱফ২કড়ઘ

ಉસ課ઘ世帯給付স（10万円）の給付対象となった世帯
３ ঽ৬から同の給付সを受給さोた্

支給要件（対象となる世帯の要件等）

કড়ઘశ課ઘ世帯लಉસのा課ઘ世帯給付স（１世帯あたり１０
万円）は、ഥਮڲফ২にৗたに個人કড়ઘऋశ課ઘまたはಉસのा課
ઘとなる世帯を੍ରघる給付সदघ。また、対象となる世帯のअठ、
て世帯に児童１人あたりڱ万円の加算সऋ੍給さोまघ。
※ মহは、বの「ਡ੍ର্ઐ付স」をણ用したহदघ。

੍給ুਢऌや੍給ਏ੯の詳はഫએをごનੳください。

（１）１世帯あたり１０万円
（２）こども加算

児童１人あたり５万円
８月下旬から順次

給付সの支給પ 給付সの支給ৎ期

ഥਮڲফ২ৗたにકড়税శ課税
または均等割のみ課税となった世帯の方

ष給付স（１０万円/1世帯）のご案内

対象
ഥਮڲফڲ月گ日に広尾町にકড়ఃஈऋあり、次のいङोかのਏ੯をたघ世帯
１ ৗたに世帯৸৩のഥਮڲফ২のકড়ઘऋశ課ઘとなった世帯
２ ৗたに世帯৸৩のഥਮڲফ২のકড়ઘಉસのा課ઘさोている世帯
３ 上記１または２の世帯と同一世帯となっている１８歳以下の児童を扶養し

ている世帯（こども加算）



対象世帯には給付স支給要件確認書または申請書が送付されます。
■給付স支給要件確認書または申請書に要事項を記োして、添付書類とと

もにご提出ください。

ਚ੭੍ର給付সलપઘ৹ତ給付সを⒇った

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

町やదਿなどを⒇るਂଟな電話やഖऋあったৃ়は、ਈఞりの察౧か
察相談専用電話（#9110）にご連絡ください。

申請方法（給付সのਭ給手ਢऌ）

お問い合わせ

広尾町保健福祉課福祉係

01558ｰ2ｰ0172 
受付時間 （1/3を除くع土日祝、12/29）17:15ع8:30

申請期限はഥਮڲফڵা３０（া）です。(消印有効)

■確認事項

１ કড়税が課税されている方のჰുఔのみの世帯ではないこと
２ 世帯のরにકড়税ਚ੭割が課税となるਚ੭があるのに申ઔの方がいないか
３ ৈྐྵಸ支ର給付স（ڳ万円）、કড়税均等割課税世帯給付স

（１０万円）の支給対象世帯ではないこと

※世帯状況によっては、上記書類が送付されない場合があります。お手数ですが、
ホームページからダウンロードして、申請をお願いします。

広尾町 給付স ਫ਼ด※詳しくは、広尾町ウェブサイトをご覧ください


